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●保険料率が変わります
　鳥取県の後期高齢者医療においては、平成26年に保険料率を改定して以降据え置きとなっておりましたが、

被保険者数の増加や医療給付費の支出の増加が見込まれることから、令和4・5年度の保険料を引き上げるこ

とが決定されました。

　被保険者の皆様には、さらなるご負担をいただくこととなりますが、ご理解いただきますようお願いいた

します。なお、令和4年度の保険料額については、7月に通知を行います。

後期高齢者医療保険料率改定内容

※所得が低い方については、所得に応じて上記均等割額の2～7割が軽減されます。

※所得割は、一定以上の所得がある方のみ加算されます。

●医療費の窓口負担割合が変わります
　令和4（2022）年10月1日から、一定以上の所得のある方は、現役並み所得者を除き、医療費の窓口負

担割合が２割になります。

　施行後3年間（2025年9月30日まで）は、2割負担となる方について、負担を抑える配慮措置があります。

【判定の基準】※現役並み所得者を除く

　課税所得が28万円以上かつ「年収＋その他の合計所得金額」が200万円以上（複数世帯であれば

　320万円以上）の方

□問 厚生労働省コールセンター　TEL：0120-002-719

　 鳥取県後期高齢者広域連合

　（窓口負担割合について）TEL：0858-32-1099

　（配慮措置について）　　TEL：0858-32-1095

後期高齢者医療の被保険者のみなさまへお知らせ

　

現行（令和2・3年度）

改定（令和４・５年度）

均等割額

42,480円

47,436円

所得割率

8.07％

9.10％

賦課限度額

64万円

66万円


